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１．項目 著作権の間接侵害・侵害幇助 

２．既存の制

度・規制等

によってＩ

ＣＴ利活用

が阻害され

て い る 事

例・状況 

 動画投稿サイト事業者がＪＡＳＲＡＣに訴えられた、「ブレイクＴＶ」

事件や、レンタルサーバー事業者が著作権幇助罪で逮捕され、検察によっ

て姑息にも略式裁判で５０万円の罰金を課された「第（３）世界」事件等

を考えても、今現在、著作権の間接侵害や侵害幇助のリスクが途方もなく

拡大し、甚大な萎縮効果・有害無益な社会的大混乱が生じかねないという

非常に危険な状態にある。 

 今現在、著作権の間接侵害・侵害幇助のリスクが途方もなく拡大し、甚

大な萎縮効果・有害無益な社会的大混乱が生じかねないという非常に危険

な状態にあり、民事的な責任の制限しか規定していないプロバイダー責任

制限法に関し、被侵害者との関係において、刑事罰リスクも含めたプロバ

イダーの明確なセーフハーバーについて検討するべきである。 

 さらに、著作権の間接侵害事件や侵害幇助事件においてネット事業者が

ほぼ直接権利侵害者とみなされてしまうことを考えると、プロバイダー責

任制限法によるセーフハーバーだけでは不十分であり、間接侵害や著作権

侵害幇助罪も含め、著作権侵害とならないセーフハーバーの範囲を著作権

法上きちんと確定することが喫緊の課題である。 

 セーフハーバーを確定するためにも間接侵害の明確化はなされるべきで

あるが、現行の条文におけるカラオケ法理や各種ネット録画機事件などで

示されたことの全体的な整理以上のことをしてはならない。特に、今現在

文化庁の文化審議会で検討されているように、著作権法に明文の間接侵害

一般規定を設けることは絶対にしてはならないことである。 

３．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の根

拠 

著作権法第７章及び第８章 

刑法第６２条 

プロバイダー責任制限法（正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害

賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」） 

４．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の見

直しの方向

性について

の提案 

プロバイダー責任制限法に関し、被侵害者との関係において、刑事罰リ

スクも含めたプロバイダーの明確なセーフハーバーについて検討する。 

 

今現在の文化庁の文化審議会における、著作権法に間接侵害一般規定を

設けることに関する検討を停止し、間接侵害や著作権侵害幇助罪も含め、

著作権侵害とならないセーフハーバーの範囲を著作権法上きちんと確定す

るための検討を開始する。 

セーフハーバーの要件において、標準的な仕組み・技術や違法性の有無

の判断を押しつけるような、権利侵害とは無関係の行政機関なり天下り先

となるだろう第３者機関なりの関与を必要とすることは、検閲の禁止・表

現の自由等の国民の権利の不当な侵害に必ずなるものであり、絶対にあっ

てはならないことである。 

 


